
2026.6.1
聖隷訪問看護ステーション横須賀

１．基本利用料
精神科訪問看護のサービスは、精神疾患のある利用者と家族が対象です。
１日１回　週３回を限度として算定し、退院後３か月以内の場合は週５日訪問可能です。
*下記の加算と療養費は、利用者様の状況やご希望により異なってきます。

療養費の３割

機能強化型訪問看護管理療養費１ ５，７９０円
機能強化型訪問看護管理療養費２ ４，８００円
機能強化型訪問看護管理療養費３ ４，３７０円
機能強化型　以外 ３，９８０円

機能強化型訪問看護管理療養費１ ５，４００円
機能強化型訪問看護管理療養費２ ４，４１０円
機能強化型訪問看護管理療養費３ ３，９８０円
機能強化型　以外 ３，５９０円

２日目以降①（30分以上）週3日まで（*2） ２，５７０円
　　　　　　　　　　　　週4日以降 ２，８７０円

２，１８０円
２，４３０円
２，５５０円

４５０円

① ２，０４０円
１，５００円

７５０円

③ １，５６０円
６３０円

１，２６０円

⑤ ２，４００円

⑥ ６００円

１，８００円

　長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合 ２，５２０円

⑧ ９００円

⑨ ６００円

８００円

　（１日につき）　　　　　月15日目以降 ６００円

７，５００円

３，０００円

１，３５０円

２，７００円

４，３５０円
（１名は看護師で医師の指示が必要　週３回まで）

⑬ ２，５２０円

１，３５０円

２，４００円

⑮ ２０円

⑯ ５５０円

訪問看護物価対応料（月初日） １８円

６円

* 義務教育就学前までの基本料金は、療養費の２割になります。

*

２. その他の実費利用料（税込）

(１)日・祝日・年末年始（12/29～1/3）に緊急訪問を行った場合 １訪問につき　３，３００円

(２)交通費：公共交通機関を利用した場合、実費を徴収します

(３)利用者又は代理人は、当ステーションに対し記録書類の閲覧及び当社を求めることができます。

　　　　　　支払証明作成料　１枚につき　１，１００円、　謄写代　１枚につき　２２円

(４)キャンセル料

訪問当日のキャンセルにはキャンセル料がかかります。　１回につき１，０００円(不課税)

訪問看護サービスの費用（精神科訪問看護　医療保険）

療養費の１割 療養費の２割（＊1参照）

毎月の１日目（30分以上）
１，９３０円 ３，８６０円
１，６００円 ３，２００円
１，４６０円 ２，９２０円
１，３３０円 ２，６５０円

毎月の１日目（30分未満）
１，８００円 ３，６００円
１，４７０円 ２，９４０円
１，３３０円 ２，６６０円
１，２００円 ２，３９０円

８６０円 １，７１０円
９６０円 １，９１０円

　　　　　　（30分未満）週3日まで ７３０円 １，４５０円
　　　　　　　　　　　　週4日以降 ８１０円 １，６２０円
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ（外泊時の訪問） ８５０円 １，７００円
毎月１回　情報提供療養費１．２．３ １５０円 ３００円
毎月１回　24時間対応体制加算　 ６８０円 １，３６０円

②
毎月１回　特別管理加算　Ⅰ ５００円 １，０００円
　　　　　　　　　　　　Ⅱ ２５０円 ５００円
長時間精神科訪問看護加算（90分を超える場合) ５２０円 １，０４０円

④
夜間･早朝加算（18:00～22:00、6:00～8:00） ２１０円 ４２０円
深夜訪問看護加算（22:00～6:00） ４２０円 ８４０円
退院時共同指導加算 ８００円 １，６００円
特別管理指導加算 ２００円 ４００円

⑦
退院支援指導加算 ６００円 １，２００円

８４０円 １，６８０円

在宅患者連携指導加算（月１回） ３００円 ６００円

在宅患者緊急時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算（月２回まで） ２００円 ４００円

⑩
精神科緊急訪問看護加算　　月14日目まで ２７０円 ５３０円

２００円 ４００円

⑪
訪問看護ターミナルケア療養費１ ２，５００円 ５，０００円
訪問看護ターミナルケア療養費２
（入所先で看取り介護加算を算定する場合）

１，０００円 ２，０００円

⑫

複数名精神科訪問看護加算　１日１回 ４５０円 ９００円

　　　　　　　　　　　　　１日２回 ９００円 １，８００円

　　　　　　　　　　　　　１日３回 １，４５０円 ２，９００円

精神科重症患者支援管理連携加算　 ８４０円 １，６８０円

⑭
精神科複数回訪問加算　　２回目 ４５０円 ９００円

　　　　　　　　　　　　３回以上 ８００円 １，６００円

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算（月１回） １０円 １０円

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ（月１回） １８０円 ３７０円

情報提供療養費１は居住地の市町村、指定特定相談支援事業者等 ２は保育所等、義務教育校、高等学校等　３は入院
入所する利用者の当該保険医療機関へ、求めに応じて必要な情報を提供した場合です。

自動車・バイク等を使用した場合は次の額を徴収します。　55円/km×往復距離数

　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、1回　往復１０km：５５０円を上限とします。

⑰
６円 １２円

訪問看護物価対応料（月の2日目以降） ２円 ４円
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